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活動報告

【会合】

ＡＳＥＡＮ諸国における商標権の行使 

（商標権侵害訴訟，行政上のエンフォースメント） 

～国際知財司法シンポジウム（ＪＳＩＰ）２０２１の結果概要 

（２日目：法務省パート）～

国際協力部教官　
黒　木　宏　太

第１　はじめに

法務省1は，２０２１年１０月２０日（水）から同月２２日（金）までの間，最高裁判
所，知的財産高等裁判所，特許庁，日本弁護士連合会，弁護士知財ネットと共催で，国際
知財司法シンポジウム（Judicial Symposium on Intellectual Property：ＪＳＩＰ）２０２１を
開催した。
本シンポジウムは，海外から実務家を招き，日本を含む各国の知的財産に関する司法制
度等に関する情報を共有・発信し，知的財産法分野における国際的な連携を図ることなど
を目的として，法務省，最高裁判所，知的財産高等裁判所，特許庁，日本弁護士連合会，
弁護士知財ネットの共催により，２０１７年から開催しているものである。５回目の開催
となる今回は，「アジアにおける知的財産紛争解決」を全体テーマとして，２０２１年
１０月２０日（水）から同月２２日（金）まで，新型コロナウイルス感染症の世界的な感
染拡大の影響により，ハイブリッド形式にて開催され（海外からはオンライン参加），そ
のうち，法務省によるプログラムは２日目（１０月２１日（木））に実施された。
法務省が担当するプログラム（法務省パート）においては，⑴民事訴訟のパートと⑵行
政取締のパートを設け，それぞれ，⑴商標権侵害に関する民事訴訟と⑵模倣品に対する行
政上のエンフォースメントについて，パネルディスカッションを行った。
本稿は，法務省パートで取り扱った，ＡＳＥＡＮ各国における商標権の行使について，
報告をするものである。事例を参考にしながら，商標権侵害訴訟と行政上のエンフォース
メントを通観する形で記載しているので，ＡＳＥＡＮ各国において商標権侵害があった際
の一連の流れについて，大まかに把握できるものと考えている。なお，本稿中の意見や分
析は，当職の私見であり，所属部局等の見解ではない。
詳細については，各国の専門家の発表資料等を法務省大臣官房国際課のウェブサイト2

に掲載しているので，そちらをご参照いただきたい。
法務省パートにおいては，当日ご登壇いただいた，矢部耕三弁護士，板井典子弁護士，

1  法務省大臣官房国際課が主に担当しており，国際協力部は内容面で関与している。国際協力部からは，曽我学教官，
西尾信員教官（当時），矢尾板隼教官，山田寛子専門官及び当職が参加した。
2  https://www.moj.go.jp/kokusai/kokusai08_00025.html
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辻淳子弁護士，岩井久美子弁護士，國分隆文裁判官，黒瀬雅志弁理士に，準備段階から多
大なご尽力をいただいた。当日のスケジュールは，下記のとおりである。

【午前：パネルディスカッション「商標権侵害に関する民事訴訟」】
「商標権侵害に関する民事訴訟」をテーマとした民事訴訟のパートでは，日本の会場に
おいて，モデレーターの矢部耕三弁護士，コメンテーターの板井典子弁護士，辻淳子弁護
士及び岩井久美子弁護士，キーノートスピーカーの國分隆文裁判官が登壇し，オンライン
にて，ＡＳＥＡＮ９か国（インドネシア，カンボジア，シンガポール，タイ，フィリピ
ン，ブルネイ，ベトナム，マレーシア及びラオス）の裁判官等であるパネリストが登壇
し，商標権侵害に関する民事訴訟手続につき，各国の特徴的な制度を中心に議論した。

【午後：パネルディスカッション「模倣品に対する行政上のエンフォースメント」】
「模倣品に対する行政上のエンフォースメント」をテーマとした行政取締のパートで
は，日本の会場において，モデレーターの当職，コメンテーターの黒瀬雅志弁理士が登壇
し，オンラインにて，日本（特許庁模倣品対策室の星野真太郎弁護士）及びＡＳＥＡＮ８
か国（インドネシア，カンボジア，シンガポール，タイ，フィリピン，ベトナム，マレー
シア及びラオス）の行政取締担当者であるパネリストのプレゼンテーションを元に，権利

挨拶
 　法務事務次官　髙嶋智光

10:00-10:10

パネルディスカッション「商標権侵害に関する民事訴訟」
キーノートスピーカー
　日本
 　　東京地方裁判所判事　國分隆文
 
モデレーター
　日本
 　　ユアサハラ法律特許事務所弁護士・弁理士　矢部耕三
 
コメンテーター
　日本
 　　青木・関根・田中法律事務所弁護士　板井典子
 　　辻法律特許事務所弁護士・弁理士　辻淳子
 　　アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業弁護士　岩井久美子
 
パネリスト
　ブルネイ
　　下級裁判所　Pengiran Hazirah Pengiran Mohd Yusof
　　最高裁判所　Nuuror-Raheebah Haji Abdul Wahab
　カンボジア
　　プノンペン市第一審裁判所裁判官　Seng Leang
　インドネシア
　　最高裁判所裁判官　Rahmi Mulyati
　ラオス
　　人民最高裁判所裁判官　Acksonesinh Vixayalai
　マレーシア
　　高等裁判所裁判官　Mohd Radzi bin Harun
　フィリピン
　　最高裁判所裁判官　Ramon Paul L. Hernando
　シンガポール
　　高等裁判所裁判官　Dedar Singh Gill
　タイ
　　最高裁判所裁判官　Pongtorn Kiatpathomchai
　ベトナム
　　ホーチミン高等裁判所裁判官　Nhut Binh Phan

10:10-13:00　
（休憩11:30-11:40)
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者が市場で模倣品を発見した際に，各国でどのような行政的な対応がされるかについて議
論した。
なお，円滑な議論のため，今回の参加者をカンボジア，ラオス，タイ，ベトナムの４か
国（陸のＡＳＥＡＮ）と，インドネシア，マレーシア，フィリピン，シンガポールの４か
国（海のＡＳＥＡＮ）に分けて議論を行った。

14:00-15:30

パネルディスカッション（分科会(1)）「模倣品に対する行政上のエンフォースメント」
 
モデレーター
　日本
 　　法務省法務総合研究所国際協力部　法務教官・検事　黒木宏太
 
コメンテーター
　日本
 　　黒瀬IPマネジメント弁理士　黒瀬雅志
 
パネリスト
　日本
 　　特許庁弁護士・弁理士　星野真太郎
  カンボジア
　　 プノンペン第一審検察庁検察官　Song Chorvoin
　ラオス
　　工業商務省知的財産局知的財産紛争解決課長補佐　Souligna Sisomneuk
　タイ
　　商務省知的財産局司法官　Ruengrong Boonyarattaphun
　ベトナム
　　科学技術省次席調査官　Nguyen Nhu Quynh

15:40～17:10

パネルディスカッション（分科会(2)）「模倣品に対する行政上のエンフォースメント」
 
モデレーター
　日本
 　　法務省法務総合研究所国際協力部　法務教官・検事　黒木宏太
 
コメンテーター
　日本
 　　黒瀬IPマネジメント弁理士　黒瀬雅志
 
パネリスト
　インドネシア
　　法務人権省知財総局捜査・紛争解決局予防・紛争解決課長補佐　Ahmad Rifadi
　マレーシア
　　国内貿易・消費者省取締官　Hamzah Bin Mahadi
　フィリピン
　　知的財産庁副長官　Teodoro C. Pascua
　シンガポール
　　ベーカー＆マッケンジー法律事務所弁護士　Leck Kwang Hwee Andy

17:50-18:00 閉会

（休憩15:30-15:40）

（休憩17:10-17:20）

総括（質疑応答）
 パネルディスカッション（分科会(1)及び(2)）登壇者17:20-17:50
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第２　商標権侵害訴訟に関する事例と設問

１　事例

貴国において，下記の仮想事例について，民事訴訟が提起されたとします。

⑴　当事者
ア　原告：XBC Co. Ltd.。（以下「ＸＢＣ」という。）

某国（貴国ではない。）に本拠を置く Asia Building Construction Machine 

Corporationの貴国での元総販売代理店である。また，原告は，貴国において，
指定商品を建設機械等とする，下記の商標（以下，「原告商標」という。）につい
て商標権を有している。
原告商標：「ＡＢＣＭ」

　　

イ　被告：YBCM Inc.。（以下「ＹＢＣＭ」という。）
Asia Building Construction Machine Corporationの貴国における１００％子会社
である。親会社製品である建設機械を貴国に輸入した上，貴国の建設業者に対し
て販売又はリースをしている。
当該製品には，下記の標章（以下，「被告標章１」などという。）のうちいずれ
かが付されている。
被告標章１：「ＡＢＣＭ」

　　

ＸＢＣ（原告）
（元総販売代理店）

⑥設立

④商標登録
指定商品「建設機械等」

被告標章１：ABCM

被告標章２：

被告標章３：ABCMの読み方を
貴国の言語で表記
したもの

ＹＢＣＭ（被告）
（１００％子会社）

③建設機械を独占販売

貴 国

ＡＢＣＭ
（原告商標）

⑦建設機械を輸入

某 国

貴国知財
担当官庁

①契約

⑤契約
解除

②建設機械を輸入

⑧建設機械を
販売・リース

⑨訴訟提起

ABCM Corp.
(建設機械の製造販売を
する会社)
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被告標章２：「ＡＢＣＭと建設機械の図形」

　　

被告標章３：「ＡＢＣＭの読み方を貴国の言語で表記したもの」

⑵　背景事情
ア　Asia Building Construction Machine Corporationは，建設機械等を製造販売して
いる某国（貴国ではない。）の会社であり，その商圏は東アジア各国やＡＳＥＡ
Ｎ各国に及ぶ。設立以来，製品に「ＡＢＣＭ」はじめ上記のような被告標章を使
用してきている。但し，その会社名とＡＢＣＭのアルファベット表記の商標は，
Asia Building Construction Machine Corporationの本国では広く認識されて周知で
あるが，貴国においては周知であるとまではいえない状況である。
イ　ＸＢＣ（原告）は，５年前まで Asia Building Construction Machine Corporation

の貴国における総販売代理店として，貴国で同社製の建設機械を独占的に販売し
ていたものであったが，貴国での市場の活性化のため Asia Building Construction 

Machine Corporationが自らの１００％子会社による貴国での営業を計画したた
め，原告経由の営業についてのチャンネルも残すべく Asia Building Construction 

Machine Corporationと永らく交渉したが決裂した。その結果，Asia Building 

Construction Machine CorporationはＸＢＣとの総販売代理店契約を貴国の法令や
契約上の条件に従って解除した。

ウ　他方，ＸＢＣ（原告）は，上記⑵イのような交渉を始めたころから，Asia 

Building Construction Machine Corporationの了解を得ることなく，Asia Building 

Construction Machine Corporationが貴国で登録商標を得ていなかった（マドリッ
ドプロトコルによる出願もなし）ことを奇貨として，原告商標（ＡＢＣＭ）を貴
国の知財担当官庁に出願し，登録していた。

エ　その後，Asia Building Construction Machine Corporationは貴国における
１００％子会社である現地法人ＹＢＣＭ（被告）を昨年初めには設立し，貴国で
ＹＢＣＭ（被告）を通じて直接の営業を開始した。
オ　本年，ＸＢＣはＹＢＣＭに対し，被告標章を付した建設機械の輸入・販売・
リースが原告の商標権を侵害しているとして，貴国で訴訟を提起した。
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２　設問

上記の仮想事例を前提にして，以下の質問についてお答えいただきたい。
Ｑ１ 　貴国における上記仮想事例の商標権侵害に関し，原告の請求，主張はどのよ

うなものが考えられるか。例えば，貴国での被告製品の販売に対して，商標権
侵害による販売等差止請求と損害賠償請求等。

Ｑ２ 　貴国における上記仮想事例の商標権侵害に関し，被告の主張はどのようなも
のが考えられるか。例えば，商標の非類似，原告商標についての登録取消又は
無効の抗弁，使用許諾の抗弁等。

Ｑ３ 　貴国における商標権侵害の判断の手法について説明いただき，上記仮想事例
についてはどのように商標権侵害が判断されるかを説明いただきたい。特に，
次の点について含めていただきたい。

１）商標の類否判断の要素と判断の仕方。判断において考慮される要素。
２）指定商品や役務についての類否は考慮されるか。考慮される場合は，考慮さ
れる要素。

Ｑ４ 　貴国における商標権侵害の訴訟において，侵害論と損害賠償論は，訴訟進行
においてどのように主張・立証・反論されるか。［例えば，２つの異なる段階
でそれぞれ判断されるのか。］

Ｑ５ 　貴国で商標権侵害の損害賠償が認められる場合の損害の算定方法について説
明いただきたい。

Ｑ６ 　原告が原告商標を登録していたものの，実際には建設機械の販売等に使用し
ていなかったとすると，前記Ｑ１から５における判断に影響があるか。

Ｑ７ 　本件が貴国で商標権侵害訴訟となった場合，被告が主張可能な抗弁も考慮し
た上で最終的な判決での結論はどのようになると予測されるか。その結論と理
由を簡潔にご説明いただきたい。

Ｑ８ 　貴国での商標法における最近５年以内での改正や立法があれば，ご紹介いた
だきたい。もし，その改正や立法が条約等国際的な必要性（例えばＴＰＰ協
定）からのものであれば，その旨ご説明いただきたい。また，貴国での商標の
登録・使用について他国と比べ特徴的な点があれば，ご紹介いただきたい。

第３　ＡＳＥＡＮ各国における商標権侵害訴訟についての議論

第２の仮想事例を用いて，ＡＳＥＡＮ９か国の商標権侵害に関する民事訴訟手続につい
て，議論がされた。以下，設問の順番に，簡単に紹介する。
日本の状況については，キーノートスピーカーである國分隆文裁判官の説明を基に記載
するとともに，國分裁判官からご許可をいただき，資料を使用させていただいた。
本稿の文責は当職にあるが，ＡＳＥＡＮ各国の状況については，各国のパネリストによ
る回答を参照するとともに，各設問を担当された矢部耕三弁護士，板井典子弁護士，辻淳
子弁護士，岩井久美子弁護士が，本シンポジウムにおいて解説された全体的な印象等を記
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載させていただいている（各設問の担当者は括弧書きのとおりである。）。

１　原告の主張について（矢部弁護士）

（日本）

原告は３つの請求を行うことができる。すなわち，１．被告の侵害行為の差止め，
２．被告製品の廃棄，３．損害賠償の３つである。
これらの請求の要件として，原告が主張すべき事実は次のとおりである。
差止請求については，ａ）原告が商標権を有していること，ｂ）被告が原告の商標
権を侵害していること。ｂ）の要件には，商標の類似性，指定商品又は役務の類似
性，そして被告標章の使用という３つの事実が含まれる。
廃棄については，ｃ）原告は廃棄の必要性を主張する必要がある。
損害賠償については，ｄ）被告の故意過失と，ｅ）原告の損害とその額を主張する
必要がある。

（ＡＳＥＡＮ各国）

　全体的な印象

商標権侵害がある場合に，差止請求，損害賠償請求，侵害品の廃棄・侵害標章の切
除等の請求ができることは，概ねＡＳＥＡＮ９か国とも共通であった。
さらに，国によっては，侵害品引渡請求も可能である。

　特徴的な国

ラオスについては，民事訴訟において，差止請求をすることはできず，損害賠償請
求だけが可能である。もっとも，侵害品の販売を差し止めるには，刑事や行政的な救
済を求めることが可能である。
ブルネイにおいては，侵害品の引渡請求が可能である。侵害品の廃棄の前提として
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これを認めており，権利者が侵害品を破壊するのが効果的だと考えられていることに
よる。同様に，マレーシアにおいても，引渡請求が可能であり，これは侵害品が，権
利者のほうに引き渡されて，権利者が破壊したほうが効果的であるとの理由による。

２　被告の反論について（矢部弁護士）

（日本）

被告は，少なくとも３つの抗弁をすることができる。
１．原告商標は特許庁の審決によって既に無効になっているという主張
２．特許庁の審決によって，原告商標は無効にされるべきであるという主張

この場合，この２つの無効理由が考えられる。その１つは原告商標が周知商標
であるところのＡＢＣＭと類似しており，原告が不正の目的で使用しているとい
うこと。もう１つは，原告商標が公序良俗に反するものであること。
３．権利濫用の抗弁

（ＡＳＥＡＮ各国）

　全体的な印象

非侵害に関する主張ができることは，ＡＳＥＡＮ９か国とも共通である。
非侵害主張以外の抗弁として，原告の商標登録に対する不正目的・悪意での登録を
理由とした取消しや無効の反論を認める国が多い。
原告の不使用を理由とする取消しを認める国もある。ただし，裁判所でそのような
判決をするか，知財担当行政庁で別途措置をとるかは各国による。
被告による先使用による抗弁を認める国もある。

　特徴的な国

マレーシアについては，非侵害の抗弁や，不使用の抗弁を主張できる。これらの扱
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いについては，裁判所が無効や取消しを宣言する（命令する）ことができる。すなわ
ち，被告が「ＡＢＣＭ」商標の正当かつ合法的な所有者であるとの宣言をしたり，又
は，原告商標を取消し又は無効とし，登録簿から削除するとの宣告をしたりすること
ができる。

３　商標権侵害の判断の手法について（板井弁護士）

（日本）

スライドに挙げられている各最高裁判決が参考になる。
・商標の類否判断の基準について

「商標の類否は，対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合
に，商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきで
あるが，それには，そのような商品に使用された商標がその外観，観念，称呼等
によって取引者に与える印象，記憶，連想等を総合して全体的に考察すべく，し
かもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり，その具体的な取引状況に基
づいて判断するのを相当とする。」（最判昭和４３年２月２７日民集２２巻２号
３９９頁（昭和３９年（行ツ）第１１０号）〔氷山印事件〕）
・結合商標（被告標章２）について

最高裁判決（最判昭和３８年１２月５日民集１７巻１２号１６２１頁〔リラ宝
塚事件〕，最判平成２０年９月８日判時２０２１号９２頁〔つつみのおひなっこ
や事件〕）によれば，結合商標と解されるものについて，商標の構成部分の一部
を抽出し，この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断する
ことは，基本的には許されない。ただし，例外的に許される場合がある。
・商品又は役務の類似性について

「指定商品が類似のものであるかどうかは，原判示のように，商品自体が取引
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上誤認混同の虞があるかどうかにより判定すべきものではなく，それらの商品が
通常同一営業主により製造又は販売されている等の事情により，それらの商品に
同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売にかかる商品と
誤認される虞があると認められる関係にある場合には，たとえ，商品自体が互に
誤認混同を生ずる虞がないものであつても，それらの商標は商標法（大正一〇年
法律九九号）二条九号にいう類似の商品にあたると解するのが相当である。」（最
判昭和３６年６月２７日民集１５巻６号１７３０頁〔橘正宗事件〕）

（ＡＳＥＡＮ各国）

　全体的な印象

商標権侵害の判断の要素として，混同のおそれについて，商標の類否や商品等の類
否とは別の要素として考えている国が見受けられる。この点，日本では混同のおそれ
を商標の類否と，商品等の類否の中で考慮し，独立の要素としては考えないため，そ
の点は日本とは異なっている。
商標の類否判断の要素としては，外観，音，概念ないし意義の３要素を挙げる国が
いくつか見られ，さらに詳細な要素を列挙している国もいくつかある。商品等につい
ての類否が考慮されることは，ＡＳＥＡＮ９か国で共通のようである。
仮想事例の各被告標章との類比については，結論としては同一ないし類似との判断
で，ＡＳＥＡＮ９か国が一致した。

　特徴的な国

シンガポールでは，①商標の類似性，②商品等の類似性，③混同を生じるおそれが
要件となっている。類似性は，視覚，音，概念的な類似性を見る。被告標章１は同
一，被告標章２は類似である。被告標章２については，機械の絵もあるものの，特徴
的・中心的なＡＢＣＭと入っているというところで，機械の絵の部分を無視するわけ
ではないが，全体としてみると類似となる。
フィリピンでは，①一般購入者の一般的な印象，②商標によって生じる視覚的，聴
覚的，意味論的な比較，全体的な印象を踏まえて，③商標に類似点と相違点の両方が
ある場合，これらを互いに比較検討し，どちらが優勢かを判断しなければならない。
それを判断するには，最近の例によると，ドミナンシーテストといっているが，つま
り，全体を見るのではなく支配的な部分（ドミナンス）が何なのかということを中心
的に見ていくことになる。
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４　侵害論と損害論に関する審理の実務運用について（板井弁護士）

（日本）

日本では，東京地裁・大阪地裁の知的財産部における実務運用として，第一の段階
では侵害論の審理を行い，侵害が認められた場合のみ第二段階の損害論の審理に入る
という２段階の審理方式を採っている。

（ＡＳＥＡＮ各国）

　全体的な印象

日本と同様に，侵害と損害の審理が別の段階で行われると回答した国は４か国（シ
ンガポール，マレーシア，ブルネイ，タイ）であった。他方で，そのような別の段階
での審理はしていないと回答した国は２か国（インドネシア，ラオス）であった。

　特徴的な国

シンガポールでは，日本と同様，商標侵害の法的責任と損害に関して，別々の訴訟
でなく１つの訴訟として提起される。しかし，その訴訟の中で，当事者の一方又は双
方が，これを２つのトライアルに分けるということを申請でき，侵害の評価と損害賠
償の評価に分けることができる。ディスカバリー制度があるため，損害論のステージ
において，損害論に関する文書のディスカバリーを行うことになる。このようにし
て，コストと時間を節約することができる。
マレーシアも同様で，コストと時間を節約するために，侵害論の審理が終わり，侵
害が認められた場合のみ，損害論の審理をしている。なお，マレーシアでは，以前は
レジストラーが損害額の認定をしていたようであるが，現在は侵害論も損害論も同一
の裁判官が担当している。
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５　侵害（額）の算定方法について（辻弁護士）

（日本）

商標権侵害を理由とする損害としては，主に，逸失利益と無形損害がある。また，
弁護士費用もある。ただし，懲罰的損害賠償はない。実際には，逸失利益の額を証明
することは極めて困難なので，商標法３８条に損害額の推定等に関する規定が設けら
れている。

（ＡＳＥＡＮ各国）

　全体的な印象

原告の逸失利益や被告が侵害行為によって得た利益を考慮する点は，ＡＳＥＡＮ９
か国で概ね共通していた。合理的な実施料を考慮する国もあった。
また，多くの国で，懲罰的損害賠償を認める傾向が見受けられた。
原告が，損害については立証できたものの，損害額を立証できない場合に，裁判所
の裁量により損害額を認めるという国（フィリピン，タイ，ベトナム）もあった。例
えば，ベトナムでは，精神的損害を認める旨の規定も設けられている。

　特徴的な国

フィリピンでは，損害（額）の算定について，１）被告が権利を侵害しなければ，
原告が得られたであろう合理的な利益，又は，２）侵害によって被告が実際に得た利
益を使用する。しかし，性質上実際の損害が分からないことも多く，損害が容易に算
定出来ない場合には，被告の総売上高の金額又はそれに関連するサービスの価値に基
づく合理的な割合を損害額として認定することができる。公衆を誤解させる又は原告
を詐取する実際の意図が示された場合には，裁判所の裁量で，損害額を倍額にするこ
とができる。
シンガポールでは，偽造商標については，原告の立証を要することなく，侵害の顕
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著さ等の要素を考慮することによって，裁判所が損害額を決定できるという法定損害
賠償の条項がある。しかし，実務で活用されている例は少ない。

６　不使用による取消しについて（辻弁護士）

（日本）

Ｑ２の結論に影響が出る。
まず，特許庁に対して，不使用による取消審判を請求することができる。原告商標
を取り消すべき旨の審決が確定した場合には，原告の商標権は消滅する。原告商標
は，審判の請求の登録日から，消滅したものとみなされる。
次に，被告は，２つの抗弁を追加することができる。被告は，特許庁の審決が確定
した場合，原告には差止請求や廃棄請求をする権利がないと主張することができる。
また，被告は，権利濫用の抗弁を主張することができる。

（ＡＳＥＡＮ各国）

　全体的な印象

ＡＳＥＡＮ９か国共通して，原告の商標の不使用を理由とする取消しや消滅等の制
度が認められる。また，不使用についての正当事由や特別な事情等があれば，当該商
標は取り消されずに保護される点も，ほとんどの国で共通である。
他方で，請求人の利害関係の要否，不使用の起算点や年数，取消し等を知財関係局
に請求するか，裁判所の判断によるかなどの条件は，国によって異なる。また，不使
用についての実質的な立証責任を，取消しの請求人側が負う国がいくつかあること
も，証拠収集の労力等の観点から，実務的には注目すべきところである。
原告による商標の不使用が，本件の判断に影響するかについては，侵害訴訟の中で
不使用を理由に原告商標を取り消すという反訴や，あるいは取り消されるべき商標で
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あることに基づく抗弁等を提出できるとする国が多かった。例えば，シンガポールで
は，不使用で取り消されるべき商標であるとの抗弁，さらに損害が不発生であるとの
抗弁を被告が新たに提出することができる。また，条文上，インドネシア，マレーシ
アでは制度として不使用抹消訴訟（日本でいう不使用取消訴訟）を裁判所に提起する
こととなり，また，シンガポール，ブルネイ，フィリピンでは対象となる商標につい
ての手続や，権利行使の訴訟が裁判所に係属している場合は，取消訴訟も裁判所にす
るとの規定があるようなので，これらの国で裁判所が侵害訴訟の中で不使用に関する
判断をすることは，理解しやすいように思われる。

　特徴的な国

タイでは，不使用取消の判断を裁判所とは別の機関が行っており，不使用により取
り消されるべき商標であることを，被告が訴訟で主張するには，事前に商標委員会
（The Trademark Board）に取消請求をして認められる必要がある。

７　本件の結論について（岩井弁護士）

（日本）

結論としては，原告の請求は棄却されるものと考えられる。
理由は，まず，被告標章はすべて，原告商標と類似していると認められる。しか
し，原告商標は，商標法４条１項１９号の「不正の目的」の要件を充たすものとして
無効理由を有するものと認められ，原告の商標権行使は，権利濫用（民法１条３項）
とみなされる。

（ＡＳＥＡＮ各国）

　全体的な印象

原告商標と被告標章のいずれかに，同一，類似，混同のおそれがあるということを
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認定するということ自体は，ＡＳＥＡＮ９か国全てで共通しているようである。
もっとも，本件は，原告は被告の親会社の元総販売代理店であって，販売代理店契
約が終了した後，その商標が未だ各国内で登録されていなかったことを奇貨として商
標の出願登録をしたという事情がある。そのような事情を考慮して，公平の観点から
原告が商標の出願登録をしたときに善意でなかったこと，又は悪意であったというこ
となどを理由に，原告の請求は棄却され得るという点も，ほぼ全ての国で共通した。
この善意でなかったこと，又は悪意であったことも法律構成については，商標の無
効・取消しの理由になるとしている国が多かった。この無効・取消しの判断について
は，他の行政機関ではなく，裁判所も侵害訴訟の中で判断できるというような回答を
いただいた国も複数ある。

　特徴的な国

タイでは，この悪意の商標登録の取消しからさらに進んで，悪意での商標登録をし
たものはそもそも訴えを提起する権利が認められないという構成が取られている。す
なわち，タイの商標法では実際の所有者（actual owner）でなければ，商標法上の保
護を受けられず，本件のような悪意の商標の場合，無効・取消しという手続を経ず
に，端的に商標法上の保護に値しないという構成により，侵害訴訟において棄却され
ることになる。なお，取消しを求める場合には反訴を提起する必要がある。
ブルネイでも，商標の無効・取消しについては，他の機関ではなく，裁判所でも判
断することができる。被告は，悪意による商標登録を無効事由として，登録無効の反
訴を提起でき，本件では，悪意が認められると思われる。また，被告は，パッシング
オフ権／先行権利の反論をすることができ，これはコモンローのパッシングオフに基
づく権利であり，被告が善意であることと，ブルネイのマーケットで知名度（評判）
があるという要素を満たす必要がある。このブルネイのマーケットでの知名度につい
ては，ブルネイ国外のマーケットでの知名度も考慮され，国境の近接性等も考慮しつ
つ，その知名度がＡＳＥＡＮ諸国で確立されたものか，ブルネイのマーケットにとっ
てどれくらい重要なものかなども考慮される。
インドネシアでは，まず原告商標の取消訴訟を提起することになるが，その前提と
して，被告自身が，被告標章の商標登録の出願をする必要がある。登録出願をしたと
いう証拠を持って，この取消訴訟を提起するわけである。結論として，原告は，被告
標章が海外で既に周知であることを知って，悪意を持って商標登録をしているので，
悪意による出願となり，原告商標は無効となる。
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８　近時の商標法の改正について（岩井弁護士）

（日本）

改正の目的は，個人使用目的の模倣品が，他国から日本に流入することを禁止する
こと。この目的を達成するために，新商標法（２０２１年改正後の商標法）では，ス
ライド中の赤で書かれている行為を模倣品の輸入による侵害とした。

（ＡＳＥＡＮ各国）

マレーシアから，２０１９年に大規模な商標法の改正があった旨の説明があった。

第４　模倣品に対する行政上のエンフォースメントの事例と設問

１　事例

－　模倣品に対する行政上のエンフォースメント　－

１）権利者Ａ社（本社：貴国）は，貴国において，指定を「被服」として，下記商標
（以下「本件商標」という。）についての登録を有している。Ａ社製のＴシャツの
多くは，左胸に本件商標を付している。

本件商標：
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本件商標を付したＡ社商品：

２）Ａ社の従業員は，貴国の首都に所在するとある市場において，胸の部分にＡ社の
商標によく似た標章がそれぞれ大きく付された２種類のＴシャツが，Ａ社の許可な
く，販売されていることを確認した。なお，これらは，Ｂ社（本社：貴国）の商品
である。

Ｂ社標章１： Ｂ社商品１：
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Ｂ社標章２： Ｂ社商品２：

３）なお，Ａ社の従業員が，ネットサーフィンをしていたところ，これらのＢ社商品
が，Ａ社の許可なく，ＥＣサイト“E-lulu Shopper！”（同サイトは，１億点を超え
る商品があり，２０万以上のショップが出店する大規模なオンラインマーケットプ
レイスである。）でも販売されていることを確認した。

２　設問

［Ｑ１：窓口］
模倣品の摘発について，最もよく利用される機関はどこか。
事例において，Ａ社が，Ａ社の商標権を侵害する疑いのあるＢ社商品を発見した場
合，まずは，どこの機関に相談にいくのが適当か。
（１．１） 警察又は裁判所以外に，模倣品の摘発の相談をすることができる行政機

関があるか。
（１．２） その行政機関は，模倣品の摘発において，どのような権限を有してお

り，どのような措置をとることができるか。

［Ｑ２：侵害判断をサポートする機関］
摘発の初期段階で，誰が侵害判断をするか。
事例において，Ａ社から情報提供を受けた機関（警察ｏｒそれ以外の行政機関）
は，侵害判断をする際に，自らのみで判断しているか，又は，他の行政機関等のサ
ポートを受けて判断しているか。そのような場合には，どの行政機関等がサポートを
しているか。
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［Ｑ３：提出書類］
権利者が，模倣品の摘発申請を行う場合，どのような書類等（サンプル品等含む。）
を提出する必要があるか。
事例において，Ａ社は，どのような書類等を提出する必要があるか。

［Ｑ４：摘発申請から救済措置までの一連の流れ］
摘発申請から救済措置（罰金，模倣品の廃棄，刑事告訴等）までの一連の流れは，
どのようなものか。
事例において，Ａ社の立場からみると，模倣品の摘発申請をした後，摘発がされ，
救済措置に至るまでにはどのような一連の流れをたどり，どの程度の時間がかかるの
か。
（４．１） 救済措置までの間に，権利者と侵害者の間で和解（示談）が行われるこ

とがあるか。
（４．２）事件が和解（示談）で終了する割合は，おおよそどの程度か。

［Ｑ５：罰金等の制裁］
行政機関において，商標権侵害があったと判断した場合に，侵害者には，どのよう
な制裁がされるのか。また，罰金の場合には，どのようにして罰金の金額を決めるの
か（算定基準，再犯による加重等）。また，罰金を課する主体は，どこの機関（警察
ｏｒそれ以外の行政機関）か。
事例において，商標権侵害があったと判断された場合に，Ｂ社にはどのような制裁
がされるのか。

［Ｑ６：費用負担］
摘発の一連の流れの中で，権利者に有利な侵害判断がされたにもかかわらず，権利
者が負担しなければならない費用は何か。
事例において，Ａ社は，例えば，模倣品（Ｂ社商品）を運ぶトラックのチャーター
代，保管費用（倉庫），廃棄費用などを負担することになるのか。また，その金額の
計算はどのようにされるのか。

［Ｑ７：ｅコマースサイト］
（７．１）サイト上に掲載されている模倣品の削除をどのようにして行うか。
（７．２） サイト上での模倣品の販売行為が中止されない場合，サイト運営者

（“E-lulu Shopper！”）に対して，法的責任（損害賠償）を求めることが
できるか。

（７．３） ネット上の模倣品販売者に対して，民事上又は刑事上の法的責任を求め
る場合には，どのようにすればよいか。また，その前提として，権利者
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は，どのようにして，模倣品販売者の氏名・住所等の個人情報を入手す
ることができるか。

（７．４） ＥＣサイト上での模倣品販売を監視する公的なシステムー例えば，警察
や行政機関などによる監視システムーがあるか。その根拠となる法律や
仕組み（組織体制等）はどのようなものか。

第５　模倣品に対する行政上のエンフォースメントに関するＡＳＥＡＮ各国の議論

第４の事例を用いて，日本及びＡＳＥＡＮ８か国の模倣品に対する行政上のエンフォー
スメントについて，議論がされた。
模倣品への対応は，いくつかの方法がある。例えば，民事訴訟を提起すること，警察に
告訴すること，模倣品が海外から流入しないように税関と協力することである。それに加
えて，ＡＳＥＡＮ諸国では１つの有力な手法として，模倣品に対しての行政機関による取
締りが行われている。模倣品に関して，行政機関が対応するということが，コストパ
フォーマンス，すなわち時間と費用の節約という意味で効果的に機能している3。そこで，
この行政上のエンフォースメントに関するＡＳＥＡＮ各国での現状について議論すること
とした。
ＡＳＥＡＮ各国の状況については，説明を加えたほか，当職作成の各国の回答をまとめ
たパワーポイント資料を掲載した。

１　窓口

模倣品の摘発について，もっとも利用しやすい窓口はどこか（最もよく使われる窓
口はどこか。）についての質問である。警察以外の窓口の場合には，その機関がどう
いうことができるか，摘発ができるか，警察や他の機関と協力して何かするのかなど
についても尋ねている。
日本では，模倣品への対応としては，民事訴訟（民事保全手続を含む。），税関によ
る対応，刑事訴訟（警察による対応を含む。）等があるが，民事保全をはじめとする
裁判所の民事手続が比較的有効に活用されているものと思われる。シンガポールも同
様であり，基本的には，私人の権利救済のために，裁判所等の手続を活用することと

3  日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）バンコク事務所知的財産部「ベトナムにおける知的財産の権利執行状況に関する調
査」（２０１７年９月）によれば，ベトナムにおいて，行政手続が重用されている主な理由として，手続がより簡素で
あり，民事あるいは刑事手続に比して，所要費用及び所要期間が少ないことが指摘されており，一般的には，民事，刑
事，そして行政手続に係る所要期間及び弁護士費用概算（裁判費用及び諸経費を含む）の目安は，概ね以下の通りと認
識されているとのことである。なお，１米ドル＝１１１．８８円で換算。

  https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/vn/ip/pdf/report_chizai_201709.pdf
 １）民事手続
 　　所要期間：約１～２年程度（第一審のみ）
 　　弁護士費用概算：ＵＳ＄３０，０００～５０，０００（約３，３５６，４００～５，５９４，０００円）
 ２）刑事手続
 　　所要期間：約６か月～１年程度（第一審のみ）
 　　弁護士費用概算：ＵＳ＄１０，０００～３０，０００（約１，１１８，８００～３，３５６，４００円）
 ３）行政手続
 　　所要期間：約３０～４５稼働日程度
 　　弁護士費用概算：ＵＳ＄５，０００～８，０００（約５５９，４００～８９５，０４０円）
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なる。これに対し，シンガポール以外の上記ＡＳＥＡＮ各国では，模倣品に対する行
政対応が可能な窓口機関があることが確認された。

（陸のＡＳＥＡＮ）

陸のＡＳＥＡＮ各国において，対応可能な機関は下記のとおりである。
カンボジア

カンボジア模倣品対策委員会（ＣＣＣ：Counter Counterfeits Committee）
模倣品対策委員会（ＣＣＣ）は，模倣品に関する通報を行う上で最も適切な機関
である。模倣品対策委員会には，以下のような重要な役割と責任がある。
①模倣品対策として，国内外の機関と協力する。
②模倣品の出所と輸入・生産・保管・流通を調査する。
③模倣品の取締を行う。
模倣品対策委員会（ＣＣＣ）は，苦情申立てを受けると，その苦情に対応するた
めの委員会を設置する。この委員会は，内務省内に設置され，合計１４の省庁や機
関（警察等）で構成される。通常は，警察等の執行機関で構成されるが，事案の特
殊性に応じて他省庁の専門家が加わることがある。模倣品対策委員会（ＣＣＣ）
は，強制措置を調整し，刑事訴追のために検察官に事件ファイルを転送する。すな
わち，模倣品対策委員会（ＣＣＣ）が苦情を受理し，検察へと事件が送致され，検
察による捜査等を経て，刑事訴訟になり得るということである。
また，事例では，Ａ社は，商務省（ＭＯＣ）の知的財産権部（ＤＩＰＲ）に出向
き，侵害者を特定するための商標調査の実施を求めることができる。また，Ａ社
は，登録機関から諮問意見を得る目的で，侵害評価（ＩＥ）の申請を行うことがで
きる。この意見は，裁判所を含む関連当局へのあらゆる可能な苦情の根拠となり得
る。
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ラオス

工業商務省知的財産局（Department of Intellectual Property）
最も一般的なルートは，まず，知的財産局（ＤＩＰ）に連絡し，法的助言を受け
るか，事例を特定し，権利者が類似商標を見つけた場合には，知的財産局（ＤＩ
Ｐ）から証明書を発行してもらい，権利者の商標権を侵害しているかどうか確認し
た上で，執行当局に連絡することである。
実際に立件するために，最初のステップは，侵害の証拠を収集することである。
次に，観察された侵害に関し，知的財産局（ＤＩＰ）のアドバイス，調査・特定を
求めることができる。法的措置が検討される場合に，この公式な見解（証明書）
は，より強力な根拠となり得る。その後，経済警察，貿易局，経済紛争処理委員
会，検察に直接連絡又は相談することができる。

タイ

１．経済警察（Economic Crime Suppression Division）
２．法務省特別捜査局（Department of Special Investigation）
模倣品対策としては刑事措置が主流であり，一般に，経済警察により行われてい
る。ただし，特別捜査局も，大規模な事件（模倣品価値が１０００万ＴＨＢ以上
で，タイ経済にインパクト，国際関係に影響を及ぼす事件）については担当し，警
察と同じような模倣品の捜査等をすることができる。

ベトナム

１．科学技術省監査局（Inspectorate of the Ministry of Science and Technology）
２．経済警察（Economic Police）
３．商工省市場管理総局（Market Surveillance）
４．人民委員会（People’s Committee）
経済警察に加えて，科学技術省監査局や市場管理総局のように4，模倣品に関する

調査（調査，捜査，押収を含む。）を行う行政機関がある。
これらの行政機関は，模倣品生産現場や模倣品取引業者に直接接触し，情報を収
集することにより調査を行うことができ，また，家宅捜索を行うこともできる。な
お，権利者が侵害処理を要求する場合には，侵害している組織や個人の侵害を証明
する証拠を提出しなければならない。

4  日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）ハノイ事務所「ベトナムにおける模倣品・知的財産権侵害物品の流通に関する調
査」（２０１５年３月）を参照すると，科学技術省については，中央レベルにおいては科学技術省監査局が担当し，地
方レベルにおいては各省市の科学技術局直轄の監査室が担当する。商工省については，中央レベルにおいては，市場管
理総局が，地方レベルにおいては市場管理支局が担当する。前掲注３の「ベトナムにおける知的財産の権利執行状況に
関する調査」２８頁によれば，実務上，ほとんどの工業所有権侵害ケースは市場管理局により対応されており，また，
市場管理局は多くのスタッフを抱えており，ベトナム国内の全ての省及び都市に拠点を有しているとのことである。
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（海のＡＳＥＡＮ）

海のＡＳＥＡＮ各国において，対応可能な機関は下記のとおりである。
シンガポール

該当なし。

私的刑事手続（Private criminal proceedings），民事上の請求（排除措置命令書，法
的手続）等を利用する必要がある。

フィリピン

１．フィリピン知的財産庁の知財権執行部（ＩＥＯ：IPR Enforcement Office） 

（�ＩＰＯＰＨＬ－ＩＥＯ：Intellectual Property Office of the Phil ippines-
Intellectual Property Rights Enforcement Office）

２．地方自治体（ＬＧＵｓ：Local Government Units）
権利者は，まず，フィリピン知的財産権庁の知的財産権執行部（ＩＰＯＰＨＬ－
ＩＥＯ）に連絡し，模倣品に対してどのように対処したらよいかアドバイスや指導
を受けることができる。知的財産権執行部（ＩＰＯＰＨＬ－ＩＥＯ）は，模倣品を
販売するための事業所を訪問し，検査し，調査することを可能にする訪問命令を発
行することができる。また，模倣品の流通，取引，販売，販売の申出の停止を指示
する命令を発行する権限も有している。

インドネシア

知的財産総局の捜査・紛争解決局

（ＤＧＩＰ：Directorate Investigation and Dispute Settlement Department of 
Directorate General of Intellectual Property）
知的財産権者は，知的財産総局（ＤＧＩＰ）の捜査・紛争解決局にレポートで
き，そこには，知的財産権侵害が起きた場合，行政処分を行うことができる公務員
調査官がいる。この知的財産法に関する公務員調査官は，模倣品の押収，捜査，逮
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捕等の行政処分を行う権限を有している。
マレーシア

国内取引消費者省

（ＭＤＴＣＡ：Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs）
国内取引消費者省（ＭＤＴＣＡ）が，模倣品に対する措置や権利者が苦情を申し
立てるための行政機関となっている。国内取引消費者省（ＭＤＴＣＡ）の執行官
は，訪問，捜索，押収を行い，偽造した疑いのある者を逮捕する権限を有してい
る。

２　侵害判断をサポートする機関

摘発の最初の段階で，誰がその侵害判断をするかという質問である。警察等の捜査
権者が，摘発の際の侵害判断をする際に，警察等が自らだけで侵害判断ができること
は多くないと思われる。特に，地方の警察等では，知的財産の知識がある人材も少な
いと思われる。そこで，侵害判断の際に，行政機関がサポートをしているかどうかも
尋ねている。

（陸のＡＳＥＡＮ）

カンボジア

通常，商標権者は，商務省（ＭＯＣ）の知的財産権部（ＤＩＰＲ）に苦情を申し
立て，紛争解決を要求することができる。そして，次のプロセスとして，知的財産
権部（ＤＩＰＲ）は，両当事者を呼び出し，彼らの主張をまとめる。すなわち，事
件を受理し，当事者を呼び出し，調停をするというプロセスを経る。この調停にお
いて，知的財産権部（ＤＩＰＲ）が，侵害の存在を確認した場合には，登録官（Ｒ
ｅｇｉｓｔｒａｒ）は侵害者に対して，侵害行為の停止を決定する。
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ラオス

知的財産局は，知的財産権の登録と保護を担当する行政機関であり，権利者の商
標が他者から侵害されているかどうかを最初に判断する。

タイ

実務的には，商標権者は，商務省の知的財産局（ＤＩＰ）の担当者や経済犯罪抑
止部の経済警察と協力して，オンラインとオフラインの両方で市場を監視する。

ベトナム

警察と行政機関は，商標権侵害の有無を判断する完全な権限を有している。
権利者は，行政機関に提出する要請書において，真正品と模倣品の標識の類似

性・同一性の程度を分析しなければならないこととされている。法律によれば，侵
害を処理する権限を有する行政機関が，侵害の特定に責任を負わなければならな
い。もっとも，行政機関は，評価機関，知的財産を担当する国家管理機関，他の執
行機関，及び専門家に相談する（協議会を設置することもできる）など，多くの関
連機関に相談することができる5。

（海のＡＳＥＡＮ）

シンガポール

裁判所に対し，捜索差押令状の申請をすることになる。
権利者にとって重要なことは，犯罪の証拠を得るために，家宅捜索を行うための

刑事捜索令状と差押令状をシンガポールの裁判所に申請することである。したがっ
て，最初の決定は裁判所が行う。裁判所は，偽造者と疑われる者の敷地内に侵害品

5  前掲注４の「ベトナムにおける模倣品・知的財産権侵害物品の流通に関する調査」１５，１８，１９頁によれば，「標
章模倣または商標，特許，意匠等を権利侵害する産業財産権侵害品を担当する執行機関は，知的財産研究所（Vietnam 
Intellectual Property Research Institute - VIPRI）の鑑定結果または知的財産庁の専門家の意見に基づいて処理が行われ
る。」とのことであり，実務上，権限機関による取締の後に，知的財産研究所（ＶＩＰＲＩ，科学技術省（ＭＯＳＴ）
直轄の調査機関）による鑑定又は査定がされる事案も見受けられるようである。
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／複製品が存在すると疑うに足る合理的な理由があるという認定をしなければなら
ない。
裁判所に合理的な疑いがあることを認定させるために，権利者は，通常，ライセ
ンスを持った私的捜査員を雇い，偽造者に対する監視と調査を行わせる。これに
は，通常，サンプルの購入，バックグラウンドチェック，インターネットチェッ
ク，市場調査等が含まれる。
私的捜査員が作成した証拠は，その後，私的捜査員が作成した訴状に，権利者の
法定宣言を添付した形で裁判所に提出され，真正品の特徴を強調し，侵害者が扱っ
ている商品が偽造品である理由を説明することになる。裁判所は，判決を下す際
に，認可を受けた私的捜査員が提出した証拠に依拠することができる。
疑惑を抱く合理的な理由があることが確認されると，裁判所は捜索差押令状を発
行する。

フィリピン

訴状や事件の提出先や性質によって異なる。
権利者が，検察庁に対し，商標権侵害の刑事告訴をした場合，検察官が，提出さ

れた証拠によって，権利者の商標が侵害されたかどうかの最初の判断をする。
権利者が，知的財産庁の法務局（ＩＰＯＰＨＬ－ＢＬＡ：Bureau of Legal 

Affairs）に行政事件を持ち込んだ場合，法務局（ＢＬＡ）は，権利者の商標が侵害
されたか否かを判断する6。
また，権利者自身が，専門家に依頼し，模倣品であることを証明することも多

い。
インドネシア

通常，調査官は，知的財産権の侵害を発見した場合，知的財産総局（ＤＧＩＰ）
の専門家や学識経験者の専門家意見を求め，知的財産権の侵害があったかどうかを
判断する。

マレーシア

アシスタントコントローラーとして任命を受けた国内取引消費者省（ＭＤＴＣ
Ａ）の執行官は，偽造に対する調査及び執行の権限を与えられている。国内取引消
費者省（ＭＤＴＣＡ）の職員は，提出された書類や情報に基づいて，自ら侵害の判
断を行うことができる。
国内取引消費者省（ＭＤＴＣＡ）の職員は，調査をするために，外部の専門家や
組織の支援を得たり頼ったりすることはないが，必要に応じて，マレーシア知財公
社（ＭｙＩＰＯ）等の専門家や組織に照会して，意見を聞くことは可能である。

6  なお，ＪＥＴＲＯシンガポール事務所知的財産部「フィリピンにおける知的財産権の権利執行状況に関する調査」
（２０１７年４月）２０，２１頁に記載の事例をみると，フィリピンの警察は，侵害品の捜査を行う際には，裁判所か
ら捜査令状を取ることが必要であるようである。したがって，権利者から摘発の申立があった場合，警察が調書を作成
し，裁判所に捜査令状の発行を申し立てる必要があると思われる。他方で，本文のとおり，ＢＬＡ（法務局）は紛争解
決機関であるので，権利者がＢＬＡに紛争解決を申し立てた場合（侵害差止請求，損害賠償金請求），ＢＬＡは自ら侵
害の有無を判断し，侵害差止，賠償金支払い命令などの決定をする。
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３　提出書類

提出書類については，各国とも概ね共通しており，一般的にいえば，①権利者及び
侵害者を特定する情報，②商標登録証，③侵害の証拠（実物又は写真等），④どこで
その侵害が起きたのかということを証明する証拠等である。

（陸のＡＳＥＡＮ）

カンボジア

Ａ社は，関連商標の所有権を証明するために，全ての関連書類を提出する必要が
あり，また，侵害品のサンプルや写真など，侵害の証拠となる書類も提出する必要
がある。

ラオス

十分な証拠が収集された場合には，知的財産局（ＤＩＰ）に意見を求めることも
可能である。調査及び識別の請求の際に提出される書類は以下の通りである。
①　商標登録証の写し
②　商標代理人を通じて申し立てる場合は，委任状
③　真正品と偽物のサンプル。又は，真正品と偽物の比較のためのクリアな写真
④　その他の補足情報又は証拠

タイ

警察の捜査のために，商標登録証，サンプル品等を提出する必要がある。
ベトナム

権利者は，下記証拠を同封した侵害処理要求書を提出しなければならない。
①　侵害処理を要求する権利を証明する書類
②　侵害商品・サービスの説明書類や写真
③　侵害が発生した場所に関する証拠
④　行政機関が侵害行為や侵害商品・サービスを定義する際にサポートするサン
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プルや証拠等
事例では，Ａ社は，ベトナムで保護されている商標登録証明書，本物のシャツと
侵害標章の入ったシャツの写真（又はサンプル），市場取引の証拠（特にこの場
合，インターネット上での取引）を添付した侵害処理依頼書を提出しなければなら
ない。権利者であるＡ社は，ウェブサイト「E-lulu Shopper！」での出店やＢ社の
店舗で撮影した侵害の兆候を含むシャツを販売している写真（もしあれば）を記録
し，執行を求めることができる。

（海のＡＳＥＡＮ）

シンガポール

権利者は，以下のいずれかの方法で，捜査を依頼することができる。
⒜　シンガポール警察ＩＰ権利部（ＩＰＲＢ）に告訴する
⒝　私訴の場合，ライセンスを持つ私的捜査員を使って私的調査を行い，その
後，裁判所に刑事捜索・押収令状を申請する。刑事上の捜索・押収令状を取得
するための必要書類としては，権利者は，権利者の最初の調査によって得られ
た侵害の証拠を示す法定申告書を添付した訴状を裁判所に提出する必要があ
る。

フィリピン

手数料に加えて，以下の情報や証拠を添付して苦情を提出することが必要とな
る。
①　申立人の氏名及び住所
②　申立書を提出する正式な代理人の委任状／権限
③　関係する知的財産のフィリピン政府機関による登録証の謄本，又は，著名な
商標の場合はフィリピンの管轄当局による宣言／証明書，著作権及び関連する
権利の場合は権利の宣誓供述書
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④　相手方の氏名及び住所
⑤　知的財産権侵害の性質（すなわち，侵害，不正競争，海賊行為等）
⑥　訪問の対象となる場所又は施設の完全な詳細
⑦　申立を裏付ける証拠品（もしあれば）
⑧　非フォーラムショッピングに対する証明書

インドネシア

①　商標，特許，工業デザイン，著作権，ライセンス契約の証明書など，知的財産
権を証明するもの
②　オリジナル製品，偽造製品のサンプル
③　知的財産権侵害の場所
④　被疑者の身元

マレーシア

提出書類は，①申立書，②代理人による訴状の場合は商標権者からの委任状，③
監視報告書，④オリジナル商品と模倣品のサンプル又は写真，⑤商標登録機関から
の登録者証明書（該当する場合）である。

４　摘発申請から救済措置までの一連の流れ

摘発の一連の流れについての質問である。最終処分までの時間が短いほうが使い勝
手が良いものの，差押え（摘発）はしているが，最終処分（刑事告訴，場合によって
は廃棄等）までが時間がかかるケースもあるようである。また，一般に，裁判になる
と，行政上のエンフォースメントに比して，時間がかかるようである。和解をする例
もあるが，和解の割合については，性質上，統計があまりないという印象であった。

（陸のＡＳＥＡＮ）
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カンボジア

商標権者は，裁判所に訴状を提出することができる。裁判手続は民事訴訟と刑事
訴訟で構成される。民事訴訟の場合，裁判所は，実際の損害と懲罰的損害賠償を検
討することになる。刑事訴訟の場合，裁判所は，懲役刑，模倣品の押収，廃棄を命
ずる権限を有する。
行政救済の前に和解が成立するケースもあると思われる。おおよその割合は分か
らないが，非常に少ない。

ラオス

和解に至るケースはほとんどない。なぜなら，侵害者は，供給者や製造者ではな
く，模倣品の販売者である場合があるからである。商標権者が，市場や店舗を調査
し，そこで多くの模倣品が販売されていることを発見した場合，販売者は，それが
本物であるか模倣品であるかを知らないし，そのような情報についてのいかなる情
報源を提供することも避けるからである。
このように，権利者と侵害者の間で和解することはできるものの，侵害者が模倣
品の販売者だけで，当該商品の生産者でない場合には，権利者は，行政紛争解決を
要請し，行政機関が審査・調査し，店舗や市場に警告書を送付して金額を記録し，
模倣品を押収・廃棄することになる。

タイ

刑事手続による。
商標権侵害は，商標法上の刑事罰の対象となるため，和解もできない。

ベトナム

行政機関による処理から刑事処分までの流れとしては，行政機関による商標権侵
害の処理の過程で，知的財産権に対する犯罪的侵害の兆候が発見された場合，行政
機関は事件ファイルを，管轄の刑事検察機関に移送して処理しなければならない。
この場合，Ａ社は，模倣品に関する評価を行い，模倣品の価値を判断して，行政
処分と刑事処分のいずれで処理するかを決定する必要がある。
和解については，和解により事件を終了することも可能であり，実際，権利者と
侵害者が，行政訴訟や刑事訴訟を開始する前に，合意に至ったケースもある。和解
に関する公式な統計はない。
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（海のＡＳＥＡＮ）

シンガポール

民事訴訟，刑事訴訟ともに，訴訟が開始されてから審理が行われるまで１２か月
～２４か月かかる場合がある。
刑事訴訟の場合，偽造者が召喚状の送達を受けてから妥当な期間内に有罪を認め
た場合，偽造者がいつ有罪を認めたかによるが，その期間は６か月～１２か月程度
に短縮される可能性がある。
民事訴訟の場合，緊急差止の申請が数日以内に裁判所で審理される可能性があ
る。また，権利者が偽造者に対して略式判決を申請した場合，訴訟開始の時点から
４か月程度で，偽造者に対する判決がされることもあり得る。
民事請求の和解は一般的に機密であるが，権利者は偽造者に対する民事請求を私
的に和解させることができる。その機密性を考えると，模倣品業者に対する民事請
求がどれだけ当事者間で和解しているかは明らかでない。
私的訴追の申立人は，例えば，訴えられた偽造者が他の訴追について有罪を認め
れば，特定の訴追を考慮することに同意することによって，訴えられた偽造者と手
続を解決することも可能である。一般的に，被告人である偽造者は特定の罪状につ
いて有罪を認めることに同意し，その他の情状は判決のために考慮される。これら
の和解条件は，常に検察庁の承認が必要である。

フィリピン

苦情申立書を受領してから，強制措置に着手するまでには６０営業日～９０営業
日かかる（内容によってはそれ以上かかる場合もある。）。
当事者は，法務局のＡＤＲサービス（ＢＬＡ－ＡＤＲＳ）に調停を申請するオプ
ションがあり，和解も可能である。調停に付された案件は，約３０％の和解率であ
る。
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インドネシア

知的財産総局（ＤＧＩＰ）のウェブサイトからオンラインで苦情を出すことがで
き，解決までの期間は，案件の難易度によるが，規定では３か月～９か月である。
また，規則では，調停で解決を図ることになっているが，成功率はあまり高くな
い。

マレーシア

国内取引消費者省（ＭＤＴＣＡ）が必要書類を受理した場合，執行官は，必要に
応じて，訪問，捜索，押収を行い，偽造の疑いがある者を逮捕する。捜査が行わ
れ，検察官に送致され，侵害の疑いのある者を起訴する。
権利者と侵害者が，行政救済の前に和解するケースもある。権利者と侵害者の間
で和解が成立するケースの割合は，約１０％である。

５　罰金等の制裁

罰金については，日本では行政上の罰則というのはなく，刑事上の罰則のみとな
る。これに対し，一部の国では，警察や行政機関が，そのような罰金等を課する権限
を有していることが確認された。罰金の金額については，日本企業の感覚からする
と，やや低く感じるところもあるのではないかと思われる。

（陸のＡＳＥＡＮ）

カンボジア

商標権者は，管轄裁判所に救済を求めることができる。裁判所は，明らかな侵
害，差し迫った侵害，又はその他の不法行為を防止するために，差止命令を出し，
損害賠償を与え，又はその他の救済を認めることができる。
登録商標を，登録商標権者の許諾なく使用することは，侵害行為とみなされる。
登録商標の侵害者は，２５０ドル以上５，０００ドル以下の罰金及び１か月以上５
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年以下の懲役に処せられる。
ラオス

法律を知らない初犯者や損害が小さい侵害者に対しては，教育的措置や警告を行
うことができる。また，故意に，又は故意でなく２回目以降の知的財産法違反者に
対しては，発生した損害額の１％，故意に２回目以降の違反者に対しては，発生し
た損害額の５％の罰金刑が科せられる。より深刻な知的財産権侵害のケースは，犯
罪の性質と深刻さに応じて，懲役刑と罰金刑で処罰されることがある。

タイ

該当なし。刑事手続による。
ベトナム

警察と行政機関の両方が，制裁決定を下す権限を有する。
主な制裁内容は次のとおり。
①　警告
②　行政違反行為ごとに所定の罰金規範に基づき罰金
追加的な制裁は次のとおり。
①　行政違反の物的証拠と手段の没収
②　一定期間又は無期限での使用権の剥奪
③　一定期間の事業活動の停止
Ｂ社の違反については，侵害品の価値が大きい場合には，行政機関が事件ファイ

ルを警察に移送して捜査し，刑事手続を開始することになる可能性がある。懲役の
程度は，刑法に規定されている。

（海のＡＳＥＡＮ）

シンガポール

商標権侵害で刑事犯罪となった場合には，これらの犯罪は，１００，０００ＳＧ



100

Ｄ（約８２０万円7）以下の罰金，若しくは５年以下の懲役，又はその両方に処され
る。模倣品販売の場合，模倣品１点につき１０，０００ＳＧＤ（約８２万円）以下
の罰金（ただし，合計で１００，０００ＳＧＤ（約８２０万円）以下）に処される。
犯罪の有罪判決がされると，裁判所は，偽造者（ここではＢ社）に対する適切な
判決を決定する。判決は，罰金刑となる可能性が高いと思われる。罰金の額は，事
実関係によって異なる。一般的には，過去の前歴，すなわち同一又は類似の犯罪の
記録は，加重要因となる。その他の加重要因としては，関与した模倣品の量，侵害
者が捜査への協力を拒否したかどうか，などが挙げられる。

フィリピン

権利者が追求する行為に応じて，以下のような罰金や制裁が課される可能性があ
る。
１．刑事上の制裁

商標権侵害で有罪となった者には，２年以上５年以下の懲役及び５０，０００
ペソ（約１０万円8）以上２００，０００ペソ（約４０万円）以下の罰金という刑
事罰が課せられる。
裁判所は，罰金の支払いを命じる。実際の罰金額は，犯罪の重大性を考慮し，
裁判所の裁量に基づいて計算される。
２．民事上の制裁

損害賠償は，侵害者がその権利を侵害しなければ知的財産権者が得たであろう
合理的な利益，又は侵害者が侵害によって実際に受けた利益のいずれかとなる。
裁判所は，正当な理由がある場合，弁護士費用や，精神的損害の賠償又は懲罰
的損害賠償を命じる。また，裁判所は，侵害物の没収及び破壊／処分，並びに差
止命令の発令をすることができる。
３，行政処分

法務局は，５，０００ペソ（１万円）以上１５０，０００ペソ（３０万円）以下
の範囲内で，妥当と思われる額の罰金を課すことができる。さらに，違反が継続
した場合は，１日につき１，０００ペソ（２０００円）以下の追加罰金が課され
る。法務局は，また，侵害製品の没収，損害賠償及び違反行為に使用された道具
類とすべての不動産・動産の没収を命ずることができる。

インドネシア

判決が裁判所の判断に基づくのと同様に，罰金額も裁判所の判断に基づくもので
ある。

マレーシア

登録商標が虚偽に使用された商品を，取引又は製造を目的としてマレーシアに輸
入した者，販売した者等は，虚偽に使用された登録商標の商品１点につき

7  なお，１シンガポールドル＝８２円で換算。
8  なお，１ペソ＝２円で換算。
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１５，０００リンギット（約３７万５０００円9）を超えない罰金を課される（その
者が法人である場合）。２回目以降の違反の場合，不正に適用された登録商標を有
する商品１点につき３００，０００リンギット（約７５０万円）以下の罰金となる。
ただし，その者が法人でない場合は，不正に使用された登録商標を有する商品１
点につき１０，０００リンギット（約２５万円）を超えない罰金，又は３年以下の
懲役若しくはその両方が課される。２回目以降の違反に対しては，不正に使用され
た登録商標を有する商品１点につき２０，０００リンギット（約５０万円）以下の
罰金，又は５年以下の懲役若しくは禁固刑の両方が課される。

６　費用負担

摘発の一連の流れの中で，費用負担がどうなるかについての質問である。大きい費
用としては，模倣品を運ぶトラックのチャーター代，保管費用（倉庫），廃棄費用等
が，小さい費用としては，執行官を運ぶ車代やお弁当代等が考え得る。
費用負担については，一部の国では，権利者は全く費用を負担しなくて良いとさ
れ，他方で，他の国においては，権利者のほうがトラックのチャーター費用（模倣品
を輸送するための費用）や保管コストなどを負担しなければならないということが確
認された。

（陸のＡＳＥＡＮ）

カンボジア

権利者は何も負担する必要はなく，侵害者が全ての責任を負うことになる。
ラオス

事例において，権利者が行政による紛争解決を請求した場合，Ａ社は，トラック

9  なお，１リンギット＝２５円で換算。
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のチャーター費用，保管費用，廃棄費用及び執行機関が模倣品の立入検査を行う際
のその他の実施費用を負担する必要がある。

タイ

該当なし。
ベトナム

権利者は，行政機関に違反行為の処理を依頼する場合，費用を負担する必要はな
い。

（海のＡＳＥＡＮ）

シンガポール

警察への告訴により，職権で開始された刑事手続において，権利者は，警察の捜
査費用や，偽造者の犯罪を告発するための費用を負担する必要はない。
刑事犯罪の私的起訴では，権利者は，捜査，捜査令状の申請／呼出状の発行，偽
造者に対する起訴又は請求の法的費用を負担することになる。
訴訟手続の終了後，裁判所は模倣品の処分命令を出すと思われる。私的な訴追の
結果であれば，権利者は通常，処分の費用（倉庫使用料／焼却炉使用料）も負担す
ることになる。
偽造者に対する民事請求が成功した場合，権利者であるＡ社は，Ｂ社に対して訴
訟を起こすための合理的な当事者費用を回収する権利を有する（ただし，弁護士費
用等のために支払った費用全額を回収することはできない。）。また，Ａ社は，裁判
所に対し，模倣品の引渡し及び／又は処分の命令を申請することができる。Ａ社
は，その申請で成功した場合，その後Ｂ社から費用を回収することができる。

フィリピン

権利者が刑事告訴した場合，捜査中に執行官は捜査令状に記載された場所で発見
された偽造品を押収することができる。押収された製品は，裁判所の正式な保護下
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に置かれ，及び／又は，保管倉庫に預けられる。権利者は，保管料及び／又は倉庫
料，並びに裁判所が要求する保証金を支払うことになる。
行政対応として，法務局は，侵害製品の没収及び押収を命じることができる。没
収は罰則の一形態であるため，侵害製品の処分費用は侵害者の負担となる。
模倣品の輸送，保管，処分の金額は，実費を基に計算される。権利者の全ての費
用は，事件の終了時に，申立人に弁済するよう裁定を受けることで，侵害者に請求
される。

インドネシア

商品を没収するための商品の輸送費用は勝訴した側の負担となる。
マレーシア

権利者が負担する費用には，模倣品を輸送するためのトラックのチャーター費用
や，必要に応じて廃棄するための費用等がある。
算出される金額は，模倣品の押収量に基づく。

７　ｅコマースサイト

ｅコマースサイトにおける模倣品の削除の仕方や，行政機関や警察によるモニタリ
ングや監視システムがあるかについての質問である。ｅコマースサイト側が私企業と
して対応しているという回答もあり得るところであり，そのような回答をした国も
あった。
各国ともｅコマースサイト対策を重視しており，新たな法規制を検討している旨の
説明をした国も多かった。一部の国では，権利者自らｅコマースプラットフォームに
申し立てて削除を求めることができることとなるが，一部の国では，行政機関が，書
面で要求するなどして削除申請をしてくれるとのことであった。

（陸のＡＳＥＡＮ）
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カンボジア

通常の知的財産権の枠組みの下で，オンライン模倣品やオンライン模倣品業者に
対する措置に関連する具体的な規定はない。現在，政府によって，サイバー犯罪法
の草案が検討されている。

ラオス

権利者が，情報と適切な証拠を入手した場合，経済警察に直接連絡するなど執行
機関と連携し，警告書を発行して捜査するとともに，ウェブサイト運営者（E-lulu 

Shopper！）に対して模倣品情報の投稿を停止・削除し，権利者の要求に応じて行
政紛争解決にあたることもある。
インターネット上での模倣品販売に関して，権利者が，販売者に対して，民事上
又は刑事上の責任を問うことができる具体的な規定はない。権利行使機関の調査に
より，ウェブサイト運営者に模倣品に関する情報が販売されていることが判明した
場合，商品が売り切れた後，ウェブサイト運営者から削除されることがある。
インターネット上の模倣品販売者に対して，権利者が，民事上又は刑事上の責任
を負わせるためにできることについては，具体的な規定はない。
ｅコマースサイトでの模倣品販売を監視するための具体的な規定や公的制度はな
い。

タイ

コンピュータ犯罪法が２０１７年に発効した。裁判所の命令によって，管轄官
は，知的財産権侵害コンテンツへのアクセスをブロック又は無効にしたり，侵害コ
ンテンツをオンラインコンピュータシステムから削除したりする権限が与えられ
る。
デジタル経済社会局（ＤＥ）は，オンライン侵害コンテンツや活動へのアクセス
をブロック又は無効にするための手続きに関する大臣令を発表した。
知的財産局（ＤＩＰ）は，この件に関する知的財産権者らからの正式な要請を受
け，さらなる措置のためにデジタル経済社会局（ＤＥ）に転送できるように，担当
者を数名配置した。
中央知的財産・国際貿易裁判所と刑事裁判所は，１９９８年以来，４１件の裁判
所命令を出し，合計１５５３ＵＲＬの著作権侵害コンテンツへのアクセスをブロッ
ク又は無効にしている。

ベトナム

ウェブサイトから侵害品を削除するためには，法律に従った違反処理の手順を踏
まなければならない。
サイト運営者（E-lulu Shopper！）に対して，法的責任（損害賠償）を求めるこ

とができる具体的な規制はまだ策定されていない。
権利者は，管轄の国家機関に違反行為を処理するよう要請しなければならない。
販売者の身元については，ｅコマースプラットフォームの所有者に情報提供を求め
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ることができ，調査や情報検索措置も実施されることがある。
現行法によれば，多くの機関がインターネット上の知的財産権侵害を処理する権
限を持っている。しかし，この業務を，特定の機関に割り当てて監督する規則はな
い。インターネット上の知的財産権侵害への対処の有効性を高めることは，ベトナ
ム政府及び管轄の国家機関の懸念事項の１つであり，それに対して，多くの解決策
が提案されている。ベトナム知的財産法（現在，改正中）にも，この問題に関する
改正がある。

（海のＡＳＥＡＮ）

シンガポール

シンガポールで運営されているほぼすべてのｅコマースプラットフォームは，権
利者が，商標やその他の知的財産権侵害の疑いを報告する手段を提供し，模倣品の
リストに対して，「テイクダウン」通知を発行している。プラットフォームは，通
常，強力な証拠が提示された場合，「テイクダウン」通知に応じる。この方法は単
純であり，一般にコストを削減できる。
権利者は，商標権侵害訴訟を通じて，模倣品業者に対して損害賠償請求を行うこ
とができる。シンガポールでの例としては，Calvin Klein,Inc and another v HS 

International and others [2016] SGHC 214の事件で，権利者の Calvin Kleinがｅコマー
スサイトとその関連会社及び株主を訴え，損害賠償と差止命令を獲得した例があ
る。ただし，裁判所は，ｅコマースサイト運営会社等の被告が，侵害品の販売にお
いて，他の典型的なｅコマースプラットフォームよりも「はるかに積極的な役割」
を果たしたことを根拠にこの結論に至った。したがって，権利者が，当該ｅコマー
スプラットフォームが，他人のカタログに掲載されている商品を売りに出すような
活動を行っていることを証明できない限り，ｅコマースサイト運営者に対して，訴
訟を提起することは通常不可能である。
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権利者は，ドメイン名検索や会社登記簿の検索等の私的調査や，私的捜査員を
雇って，販売者の身元に関する情報を取得する。その後，権利者は，販売者に対し
て刑事訴訟又は民事訴訟を提起することができる。
公式の監視システムは存在しない。

フィリピン

知的財産権庁の知的財産権執行部（ＩＰＯＰＨＬ－ＩＥＯ）は，ｅコマースサイ
トやプラットフォームに対し，模倣品や海賊版を流通するウェブサイトやアカウン
トの削除又は撤去を書面で要請することができる。フィリピンでは，ブランドオー
ナーとｅコマースプラットフォームが締結した覚書があり，プラットフォームが実
施する通知と削除の手続，模倣品に対する積極的な予防措置の実施，協力と情報共
有などを定めている。
サイト運営者が，犯罪の実行に不可欠な協力によって主体的に行動したという証
拠がない場合，権利者はサイト運営者から損害賠償を受けることができない。知的
財産法では，商標権侵害の二次的責任をプラットフォーム側に課す規定はない。し
かし，現在，インターネット取引法という新しい法律を議会で議論している。この
法案で，知的財産権者が受ける最大のメリットは，ｅコマースプラットフォームや
オンラインサービスプロバイダーに対する連帯責任を規定することである。イン
ターネット取引法案は，ｅコマースプラットフォームに対し，その取引先クライア
ントの違法行為に対する責任を問うものである。また，知的財産法の改正案にも，
連帯責任に関する同様の規定が盛り込まれる予定である。
権利者は，一般に，商標権侵害，不正競争，知的財産権侵害について，知的財産
法又はサイバー犯罪防止法の他の関連規定に基づき利用できる訴状を提出すること
によって，インターネット上の模倣品販売者に民事上又は刑事上の責任を負わせる
ことができる。権利者は，行政機関，法執行機関及び事件を捜査・起訴する裁判所
の援助により，販売者の氏名及び住所等の販売者の身元に関する情報を得ることが
でき，当該情報は，その任務の遂行に必要である。これらの重要な情報は，知的財
産権の調査及び執行を委任された適切な機関が確保することができる。
ｅコマースサイトにおける模倣品販売を監視する公的なシステムはまだ存在しな
い。知的財産権執行部（ＩＰＯＰＨＬ－ＩＥＯ）では，オンラインでの模倣品販売
を検知し適切な法的措置を初期に講じることができる監視システムを調達している
ところである。

インドネシア

著作権侵害の場合，知的財産権者は，知的財産総局（ＤＧＩＰ）に削除申請でき
るが，模倣品の場合は，ウェブサイトそのものに提出する必要がある。
市場における模倣品の流通を監視する公的機関はなく，監視した上で当局に報告
するか，ウェブサイトに模倣品の取締りを依頼するかは権利者に委ねられている。
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マレーシア

ウェブサイトに掲載された模倣品は，国内取引消費者省（ＭＤＴＣＡ）からの要
請，又は，権利者自身の要請に基づいて削除することができる。
権利者は，サイト運営者（本件では「E-lulu Shopper！」）に対して，民事訴訟に
より損害賠償を請求することが可能である。
権利者は，インターネット上の模倣品販売者の刑事責任を追及するために国内取
引消費者省（ＭＤＴＣＡ）に告訴し，また，インターネット上の模倣品販売者の民
事責任を追及するために裁判所に提訴することが可能である。権利者は，テスト購
入に基づき，販売者の氏名，住所等の販売者の身元に関する情報を得ることができ
る。国内取引消費者省（ＭＤＴＣＡ）の職員は，販売者に対して刑事措置をとる前
に，販売者の身元に関する調査を実施する権限を有する。
ｅコマースサイトでの模倣品販売を監視する公的な制度はない。権利者は，ｅコ
マースサイトでの模倣品販売があった場合，国内取引消費者省（ＭＤＴＣＡ）に苦
情を申し出て，適切な措置を取ることができる。国内取引消費者省（ＭＤＴＣＡ）
はマレーシア通信マルチメディア委員会（ＭＣＭＣ）と緊密に連携し，法律に基づ
き，ｅコマースサイトにおける模倣品販売に対して措置を講じる。

第６　終わりに

ＡＳＥＡＮ各国における商標権の行使について，商標権侵害訴訟と行政上のエンフォー
スメントのいずれについても，各国の制度を比較検討することができ，実務においても有
益であったと思われる。
本シンポジウムは，欧米やアジアの最前線の知財実務家が率直な意見交換を行うことが
できる貴重な機会となっている。法務省としても，今後も，各国との交流を図り，相互理
解を深めるとともに，知財訴訟の質を向上させるべく，充実した議論を行っていきたい。
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【民事訴訟パートの登壇者の様子】

【行政取締パートの登壇者の様子】




